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＜生前贈与の方法とポイント＞ 

  師走の声が聞こえる時期になると、不思議なことに生前贈与のご相談が増えます。お子さんやお

孫さんに贈与をして新しい年を迎えたいという気持ちになる方が多いのでしょうか。 

  今月は上手な生前贈与とそのポイントについてご紹介したいと思います。 

 

(1)現金での贈与 

現金の贈与は最も一般的で手軽に行うことができます。子供が未成年の場合には、親権者であ

る親が代理人として法律行為をすることができますので、意思表示ができない幼児であっても親

がその代理人として贈与契約を結び、預金口座などを預かっておけば贈与が成立することになり

ます。現金で贈与する場合には、子供や孫など、受け取る人の口座への振込み、「贈与契約書」の

作成などなど、贈与したことを証明する事実をしっかり残しておきます。「贈与契約書」には子供

の代わりに法定代理人として親権者が署名押印しても良いでしょう。110万円までの贈与であれば

税金もかかりません。この 110万円の基礎控除は１年間に認められている額ですが、あげる側では

なくもらう側 1人についての額です。例えば父親と母親から 100万円づつ、合計年間 200万円をも

らった場合、基礎控除 110万円を超える 90万円について贈与税が課税されることになります。 

 

(2)生命保険を利用した贈与 

   子供や孫が若いうちから大金を手にすることに抵抗がある場合におすすめなのが、生命保険です。

保険契約を締結し現金贈与するつもりで、毎年の保険料を親が負担する方法があります。例えば年

金型の保険に加入する場合、贈与をする親が被保険者、子供や孫が契約者及び受取人となって、年

金保険に加入してあげることで、子供や孫の年金貯金をつくることもできます。もちろん、必要な

ときは解約して現金化もできます。相続税対策にも利用することができます。 

 

(3)不動産の贈与 

子供が親の土地を利用して住宅を建てている場合、あるいは親が所有する土地で商売をされてい

る場合など、相続を見据えてあらかじめ所有権の移転を検討するのが良い場合もあります。例えば、

親の名義になっている住宅や賃貸不動産を子供に贈与したい場合には、2500 万円まで贈与税がか

からない「相続時精算課税制度」（相続が発生した時に贈与したときの価額を相続財産にプラスして

相続税を計算することになる制度）の利用を検討するものひとつです。遺産総額が相続税のかから

ない範囲の場合には、結果として無税で不動産を子供に移転することができます。 
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   相続は、遺言がなければ法律で決められた法定相続人しかもらう権利がな

いのに比べて、生前贈与の良い点はあげたい相手に贈与できることです。子

供や孫ばかりではなく、子供のお嫁さん、お婿さん、お世話になった方など

にあげるのも自由です。高齢化社会をむかえて、ご自身の意思がしっかりし

ているうちに、上手に生前贈与を活用したいものです。 yasu 

. 

 


